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発表項目 福祉医療助成費の返還請求ミスについて 

概 要 

 

 

 本市福祉医療費助成事業において、受給者証の誤交付が判明した際、本人

に求めるべき自己負担分の請求を怠っていた事例がありました。 

事例確認後、本事業において同様事例がないことを確認しております。 

さらに、今回の不適切な事案を教訓に、全職員に対し、報告、相談、連絡

の再度の周知徹底を行い、信頼回復と再発防止に努めてまいります。 

 

○経過 

 27年 4月 システム入力誤りにより本来の受給者証と違う受給者証を 

誤交付した。 

 28年 12月 受給者証誤交付の事実が判明。担当課のみの判断により、 

正しい受給者証との交換のみを行い、本来は、自己負担してい

ただくべき医療費を請求していなかった。 

29年 12月 本件対象者の受給者証の変更確認作業中に、28年 12月の 

誤交付にかかる自己負担額を請求していないことが判明した。 

  〃   対象者に謝罪し、自己負担額の支払を依頼した。 

 

○誤交付期間：21ヶ月間 

 

○返還請求額（自己負担額）：約 79万円 

 

○再発防止対策 

・受給者証交付前の複数回、複数人チェック体制を徹底する。 

・受給者証交付マニュアルを作成し、係全体で作業手順を確認する。 

・今回の事案を教訓に、全職員に対し、報告、相談、連絡など周知徹底する。 
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